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（審議経過） 

○小林都市建設課長 皆様、こんにちは。定

刻になりましたので、始めさせていただきま

す。 

 本日は、お忙しい中、第８５回足立区都市

計画審議会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

 私は、本日司会を務めます、都市建設課長

の小林と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 初めに、本日の審議会は歌川委員がＷｅｂ

からの出席となっております。音声や画面が

確認しづらい場合は挙手ボタン等でお知ら

せいただきますようお願いいたします。 

 また、審議会中はシステムの負担軽減のた

めカメラをオフにしていただきますようお

願いいたします。ご了承いただけましたら、

ご返答をお願いいたします。 

○歌川委員 歌川です。本日はＷｅｂからの

参加とさせていただいております。よろしく

お願いいたします。 

○小林都市建設課長 ありがとうございま

す。 

 続きまして、本審議会の情報公開について

のご連絡です。本審議会は公開を原則として

おります。そのため、会議記録につきまして

は、区のホームページで公開させていただき

ます。また、会議記録作成のため、録音させ

ていただきますので、ご理解のほどお願いい

たします。 

 議案審議に入らせていただく前に、傍聴人

がいらっしゃいますので、ご入場いただいて

もよろしいでしょうか。 

○廣兼会長 ご入場ください。 

（傍聴人入場） 

○小林都市建設課長 それでは、議案審議及

び報告事項に移らせていただきます。ここか

らの議事進行は廣兼会長にお願いいたしま

す。 

○廣兼会長 皆さん、明けましておめでとう

ございます。今年もよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、都市計画審議会の議事を進めて

まいります。 

 初めに、事務局から本日の資料と議案につ

いて説明をお願いいたします。 

○小林都市建設課長 事務局です。 

 それでは、資料の確認をさせていただきま

す。お持ちいただいた資料をご覧ください。 

まず次第、委員等名簿、座席表、それぞれ１

枚。次に、白色の表紙の議案書１つづり。次

に、黄緑色の表紙の議案説明資料１つづり。

次に、桃色の表紙の報告説明資料１つづり。

最後に、本日、資料を席上配付させていただ

いております。別添資料報告１関連「市街地

再開発事業の検討について」の１つづりでご

ざいます。 

 以上が本日の資料でございます。不足して

いる資料がございましたら、事務局へお知ら

せください。―よろしいでしょうか。 

 それでは、次第をご覧ください。本日は議

案審議が１件、報告事項が１件でございます。 

 まず、議案審議ですが、第１号議案「東京

都市計画下水道東京都公共下水道の変更（東

京都からの意見照会）」の１件でございます。 

 続いて、報告事項ですが、報告１「竹ノ塚

駅中央地区のまちづくりについて」の１件で

ございます。 

 次に、議案審議及び報告事項の説明及び発

言方法についてご案内いたします。 

 議案及び報告事項の説明においては、お手

元の資料をご覧ください。なお、会場のモニ

ターは参考にご覧ください。 

 質疑応答は、議案審議１件及び報告事項１

件の各案件説明後にそれぞれお時間を設け

させていただきます。質疑応答においてご発

言の際には、挙手いただき、会長の指名の後、

席上のマイクのスイッチを入れて、職名もし

くは氏名を名乗られてからご発言ください。

また、発言が終わりましたらスイッチをお切

りいただきますようお願い申し上げます。 

 事務局からは以上でございます。 

○廣兼会長 それでは、まず委員の出席状況

を事務局から報告してください。 

○小林都市建設課長 事務局です。 

 本日は、定数２０名のところ、１９名のご

出席を頂いております。過半数のご出席を頂

いておりますので、審議会が有効に成立する

ことをご報告申し上げます。 

○廣兼会長 議事録署名人は私と村尾委員

が務めますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案審議に入ります。 

 第１号議案「東京都市計画下水道東京都公

共下水道の変更（東京都からの意見照会）」

について、小林都市建設課長から説明をお願

いいたします。 

○小林都市建設課長 都市建設課長の小林
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でございます。私からは、第１号議案「東京

都市計画下水道東京都公共下水道の変更（東

京都からの意見照会）」についてご説明いた

します。 

 お手元の資料では白い表紙の議案書１ペ

ージをご覧ください。 

 提出者は足立区長近藤弥生です。提案理由

は、本計画を変更するに当たり、東京都から

足立区へ意見照会があり、これに回答するた

めに足立区都市計画審議会の議を経る必要

があるためでございます。 

 議案書の２ページ以降は、都市計画の案の

理由書、東京都からの意見照会文、計画書、

新旧対照表、総括図、計画図でございます。 

 議案書は少し分かりづらいため、黄緑色の

表紙の議案説明資料で内容をご説明いたし

ます。 

 議案説明資料の１ページをご覧ください。 

 「１ 議案の趣旨」でございます。本案件

は、昭和３７年３月に都市計画決定された、

宮城二丁目地内に位置する宮城ポンプ場に

ついてであります。同ポンプ場は稼働から約

６０年が経過し老朽化が進んでおり、みやぎ

水再生センターに代替施設である雨水ポン

プ棟を新設し、雨水の流下先を切り替えまし

た。これにより宮城ポンプ場が都市施設とし

て不要となることから、東京都が都市計画変

更をするに当たり、足立区都市計画審議会に

意見照会をするものであります。 

 次に「２ 地区の現況」でございます。宮

城ポンプ場は足立区の一部、約９０ｈａの地

域から雨水を汲み上げて隅田川に放流して

いました。 

 同ポンプ場はみやぎ水再生センター内に

位置し、それぞれ都市計画決定されています。

同センター内に新設した代替施設である雨

水ポンプ棟は、令和６年から稼働を開始して

おり、それに伴い同ポンプ場は稼働を停止し

ております。 

 ２ページをご覧ください。 

 「３ 変更概要」でございます。東京都市

計画下水道東京都公共下水道について、「宮

城ポンプ場放流管渠」及び「宮城ポンプ場」

を廃止する都市計画変更となります。 

 ３ページをご覧ください。 

 最後に「４ 都市計画手続きの経緯と今後

の予定」でございます。１２月１日から１５

日まで、都市計画法第１７条に基づく都市計

画案の公告・縦覧を行いましたが、意見はあ

りませんでした。 

 本日の都市計画審議会でご審議いただき、

東京都へ回答しようと考えております。 

 以上で、第１号議案のご説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○廣兼会長 ありがとうございました。 

 それでは、第１号議案の審議をいたします。

発言に当たりましては、その都度、職名もし

くは氏名を名乗られてからお願いいたしま

す。本件についてご質問、ご意見がありまし

たらお願いいたします。 

 特によろしいですか。なければ採決をした

いと思います。 

 本案につきまして異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○廣兼会長 それでは、第１号議案は異議の

ないものと決定をいたします。 

 続きまして、報告事項に移ります。 

 報告１「竹ノ塚駅中央地区のまちづくりに

ついて」、中村まちづくり課長から説明をお

願いいたします。 

○中村まちづくり課長 まちづくり課長の

中村でございます。私からは、報告１「竹ノ

塚駅中央地区のまちづくり」について、ご説

明させていただきます。 

 初めに、今回のご報告の趣旨でございます

「地区まちづくり計画の変更理由」、また、

今後のまちづくりのイメージを分かりやす

くお示しするために、本日、席上に資料を配

付させていただきました。 

 別添資料１ページに「１ 地区まちづくり

計画変更の理由」と「２ 市街地再開発事業

の導入検討」について、２ページ目は竹ノ塚

駅東口駅前空間の将来イメージ、３ページ目

は２ページ目のイメージパースを大きくし

たものでございます。 

 それでは、お手元の資料では桃色の表紙の

報告説明資料の１ページをご覧ください。 

 まず「１ 報告の趣旨」でございます。右

側の図１「位置図」の青色の点線で囲まれた

竹ノ塚駅中央地区では、鉄道高架化を契機と

しまして駅東西一体のまちづくりを進める

ため、「にぎわい・安心・豊かなみどりでつ

くる人が主役の竹の塚」を将来像として掲げ、

足立区の北の玄関口である竹の塚にふさわ

しいまちづくりを進めていきます。 

 令和７年１０月、足立区、独立行政法人都

市再生機構、東武鉄道株式会社は「竹ノ塚駅
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周辺のまちづくり推進に関する覚書」を締結

し、三者が相互に連携・協力し、まちづくり

について検討及び協議を進行しているとこ

ろでございます。 

 本日は、今後予定をしております都市計画

変更に先立ちまして、東口駅前のまちづくり

方針をお示しするための地区まちづくり計

画変更案の概要について、ご報告をさせてい

ただきます。 

 次回以降もう少し詳しく検討状況をお示

しできるように、ＵＲ、東武鉄道とさらに協

議を進めてまいります。 

 ここで本日、席上配付させていただきまし

た別添資料の１ページをご覧いただければ

と存じます。 

 「１ 地区まちづくり計画変更の理由」で

ございます。覚書において、区域図の赤枠内、

竹ノ塚駅東口交通広場、ＵＲ竹の塚第三団地

１、２、３号棟、東武ビルの区域で市街地再

開発事業を検討することを確認いたしまし

た。今後、市街地再開発事業を具体化してい

くに当たりまして、東口駅前のまちづくり方

針を示すことを目的に地区まちづくり計画

を変更いたします。 

 恐れ入ります。報告資料１ページをご覧く

ださい。 

 「２ 地区の現況」でございます。令和６

年３月に連続立体交差事業が完了し、高架下

には商業施設がオープンいたしました。図１

「位置図」の黄色で着色しておりますＵＲ竹

の塚第三団地のストック再生事業も始まり、

区は竹ノ塚駅中央地区地区計画に基づき、計

画を誘導しています。 

 また、補助２６１号線は令和１２年までが

事業期間となっており、連動して整備する西

口交通広場は、令和７年２月に暫定開放して

おります。 

 続きまして、２ページでございます。 

 「３ 地区の課題」です。大きく５つござ

います。１つ目に「高架化後のまちづくり」、

２つ目に「竹ノ塚駅東口交通広場」、３つ目

に「建築物の高経年化への対応」、４つ目に

「自転車について」、５つ目に「技術革新へ

の対応」についてでございます。 

 続きまして、３ページは「４ 上位計画と

の関連」といたしまして、「足立区都市計画

マスタープラン」、また令和５年１１月に改

定をいたしました「竹ノ塚駅周辺地区まちづ

くり構想」の方針をお示ししています。 

 図４「まちづくり構想 土地利用の方針図」

の水色の「駅前顔づくりゾーン」では、東・

西駅前広場の一体的な整備によりまして、北

の玄関口としての利便性を高めること、主要

な地域拠点として、「竹の塚」を印象づける

駅前の「まちの顔」づくりを目指すこと、駅

前団地のストック再生に併せてにぎわいの

創出を図ることなどを定めています。 

 また、ピンク色のにぎわいゾーンでは駅至

近の居住環境を維持しつつ、鉄道高架化によ

る駅東西の一体性の高まりをベースに、商店

街などを中心とした街の活力向上を図るこ

とを定めています。 

 続きまして、４ページ、「５ 竹ノ塚駅周

辺地区（駅周辺エリア）地区まちづくり計画

（現行）」の内容でございます。 

 現行の地区まちづくり計画は、平成３０年

１２月のＵＲ竹の塚第三団地のストック再

生事業の検討開始や令和５年３月の竹ノ塚

エリアデザインまちづくりの基本的な考え

方の公表などを受け、令和５年１１月に改定

いたしました。 

 その際、土地利用の方針、防災・防犯まち

づくりの考え方、みちづくりの方針、みどり

づくりの方針、人が主役の空間づくりの方針

を示しました。 

 続きまして、５ページです。今回変更する

「６ 地区まちづくり計画変更案の主な内

容」です。 

 恐れ入ります、ここで別添資料の１ページ

をご覧いただければと存じます。 

 「２ 市街地再開発事業の導入検討」につ

いてでございます。現行の地区まちづくり計

画の方針に市街地再開発事業の導入予定区

域を「駅前拠点地区」として位置づけます。

市街地再開発事業により駅前拠点地区の整

備を先行実施することで、記載のまちづくり

につなげてまいります。 

 次に、再開発事業を含めた駅前拠点地区の

地区まちづくり計画変更案をご説明いたし

ます。 

 報告説明資料の５ページをご説明させて

いただきますが、本日席上配付させていただ

きました別添資料２も併せてご覧いただけ

ればと存じます。 

 「（１）土地利用の方針について」でござ

います。まちの顔となる駅前空間を核とした

駅東西一体のまちづくりを進めます。足立区

の北の玄関口にふさわしい「心地よく歩きた
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くなる広場」「くつろぐことができる広場」

「人々が集まり、活動が生まれる駅前空間」

をイメージしています。 

 イ「駅前拠点地区」は、土地の適正かつ健

全な高度利用と都市機能の更新による駅前

拠点の形成を図ります。 

 ウ「駅前拠点地区」を中心とした西口・東

口に開いた活動の場・拠点づくりを進めます。 

 エ「図７」の中心のあたりですが、駅東西

を結ぶにぎわい軸の形成により、駅東西が一

体となった人が主役のまちづくりを進めま

す。駅前拠点地区においては、人々の活動が

生まれ、活動の空間が広がる、また、駅東西

のにぎわいや緑がつながる場所となること

をイメージしています。 

 オ、整備が長期にわたることから、技術革

新に伴う計画変更に対応できるように暫定

整備も考慮いたします。 

 次に、「（２）防災・防犯まちづくりの考

え方」についてです。ア「駅前拠点地区」は、

公共的な空間の確保により災害時の避難場

所等としての活用も検討していきます。イ

「駅前拠点周辺地区」においては、歩行空間

の確保・緊急車両の通行や避難を円滑に行う

ため、無電柱化を検討していきます。 

 次に、「（３）みどりづくりの方針」につ

いてです。「駅前拠点地区」は、憩いの場と

して緑が感じられる空間を整備し、竹の塚け

やき大通り沿いは、散策や休憩ができる緑空

間を創出していきます。また、「駅前拠点地

区」を中心とした駅東西の連続的な緑の軸の

形成により、駅東西一体のまちづくりを進め

ます。いずれもＵＲ都市機構、東武鉄道との

連携が欠かせません。具体的なイメージをお

示しできるように引き続き協議してまいり

ます。 

 続きまして、６ページ、「（４）みちづく

りの方針（ウォーカブルエリア）」について

です。図８「ウォーカブルエリア方針図」の

ピンク色の点線で囲まれたウォーカブルエ

リアにおいては、誰もが歩きやすい歩行環境

の整備及び回遊性の向上、歩行者と自転車が

共存する環境づくり、自転車専用通行帯の設

置、買い物利用等に対応する短時間のまちな

か駐輪場の設置などを検討します。 

 最後に、「（５）人が主役の空間づくりの

方針」についてです。図８「ウォーカブルエ

リア方針図」の赤点線の丸で囲われた部分に

おいては、区有地の暫定活用、公共施設再編

と公民連携の区有地活用により、人々の目的

地となる活動の拠点づくりを目指します。 

 また、地域のシンボルであるけやき大通り

沿いに、ＵＲ竹の塚第三団地敷地と一体とな

った公共的な空間を整備し、歩いて楽しい沿

道の仕掛けや文化・交流が生まれる地域活動

の場の創出を目指します。 

 別添資料２ページのイメージパースのよ

うな空間形成を検討してまいります。 

 最後に、７ページ、「７ 都市計画手続き

の経緯と今後の予定」です。令和７年１０月

９日に、区、ＵＲ、東武鉄道の三者による「竹

ノ塚駅周辺のまちづくり推進に関する覚書」

を締結し、１２月１９日、２０日に、竹ノ塚

駅東口交通広場の課題や整備の方向性につ

いて意見交換させていただくための整備検

討説明会を開催いたしました。 

 本日、第８５回足立区都市計画審議会にお

いて本案件をご報告させていただきまして、

令和８年２月頃、竹ノ塚駅周辺地区（駅周辺

エリア）地区まちづくり計画変更についてご

説明をし、ご意見を頂く機会を設けていきた

いと考えてございます。 

 その後、令和８年３月頃に、竹ノ塚駅周辺

地区（駅周辺エリア）地区まちづくり計画を

変更し、令和８年度以降に市街地再開発事業

等の都市計画手続を進めていく予定でござ

います。 

 以上で、報告１の説明を終わります。あり

がとうございました。 

○廣兼会長 ただいま説明いただきました

報告１についてご意見、ご質問がありました

らお願いいたします。 

○横村委員 東京都建築士事務所協会の横

村と申します。 

 ご確認したい点と、もう少し詳しく聞きた

い点３点ございます。 

 ご確認したい点につきましては、本報告は、

第８１回、令和６年１２月に審議されました

内容と非常に類似しているように思われる

のですが、今回は主にここに書いてあります

５ページの駅前の赤く区切られた範囲のみ

の報告と認識してよろしいでしょうか。 

 その上でお伺いしたいことが３点ござい

ます。 

 １点目は、５ページにございます土地利用

の方針、４ページの５番のほうにもございま

すが、竹の塚が北の入り口としてのまちの顔

となるというのは非常によろしいことだと
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思うのですが、そこから少し踏み込んだ、ま

ちづくりの顔のテーマ性というのでしょう

か、その辺の方針をご説明いただけたらと思

います。 

 それからもう１点は、５ページの６番の土

地利用のところにア、ウ、エの項目で特にう

たわれております東西の一体化とはどのよ

うに一体化されるのか。今、駅から向こうへ

抜ける道がありますが、その辺を中心にして

行われるのか。ちょっと範囲は広がりますが、

以前の８１回のときの変更図８というのが

あるのですが、赤山街道から舎人公園通りま

での範囲を今回のエリアデザインの範囲と

認識しています。その範囲も含めて「にぎわ

いのあるまちの商店街づくり」とかありまし

たけれども、どんなふうにお考えになってい

るのかお伺いしたいです。 

 それから、広場が２つ、実質的には西口と

東口にできるかと思うのですが、それぞれの

位置づけを伺いたい。今、東口のほうは大分

にぎわいのある、人が楽しめる人中心のイメ

ージ図も拝見させていただきましたが、スペ

ース的には西口はこれほど広くないように

思います。西口はどんな位置づけになるのか。

北の玄関口としてのテーマ性、それから西口、

東口のそれぞれのまちづくりのテーマ性を

お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○中村まちづくり課長 何点かございまし

た。順に、重なる部分もあるかと思いますけ

れども、ご説明をさせていただきます。 

 本日ご説明をさせていただいた、このまち

づくり計画の変更の大本というか基礎とな

るところは、東口の駅前の市街地再開発事業

を区とＵＲと東武鉄道で検討していきまし

ょうという覚書を結びましたので、現行の地

区まちづくり計画にそうしたところが盛り

込まれていないところがありますので、そこ

の部分を中心に変更をしていきたいという

のが今回ご報告させていただく大きな趣旨

でございます。 

 駅前の「顔づくり」というところにつきま

しては、東武線の竹ノ塚駅を降りてみて、通

ったときに駅から見たときに、電車から見た

ときに、「この町に降りてみたいな」という

ような駅前の空間をつくっていきたいと今

イメージをしています。それが今日お示しを

させていただきました東口駅前のパースで

す。今の東口駅前空間はどちらかというと交

通結節機能に重点が置かれておりますので、

当然バスの停留所、タクシーの停留所があり

まして、人はどちらかというとその片隅を歩

く、そこに自転車が交錯してというような空

間になっているのが現状かと思います。そう

いった空間を、人が集える、時にはそこで何

かイベントができる、そうした空間を広く取

っていきたいということで考えています。 

 そのためには、今の竹の塚のＵＲ第三団地

の３号棟も含めて現行の新しい駅前交通広

場、都市計画決定は既にされておりますけれ

ども、その区域もまた見直していかないとい

けないということも考えています。併せてＵ

Ｒさんの団地、それから東武鉄道さんの駅ビ

ル、これもかなりの年数がたっておりますの

で、こういったものの対応も含めてこの区域

で一体的に整備を考えていこうというのが

三者で結んだ覚書の趣旨になります。その内

容を具体的にしていくための地区まちづく

り計画の変更、それから今後は、そういった

事業の都市計画の手続に進んでいきたいと

いうところでございます。 

 テーマ性としては、それほどこれというと

ころでは今はありませんけれども、将来像を

実現するために今にぎわいをつくっていく、

一つの空間をつくっていくための大きな拠

点となる東口の駅前広場かと考えておりま

す。 

 それと、西口の広場については、現行、西

口を暫定開放しておりますけれども、あくま

でも「暫定」でございます。本来は北側の都

市計画道路補助２６１号線、こちらからバス

も含めて駅広に入ってくるというのが最終

形と予定しております。 

 今、高架下にコンビニですとか、あとはス

ターバックスとかがあるところも含めて、西

口の駅前交通広場の区域になってございま

す。そういう意味では、西側と東側の車の通

行は一体化しないのですけれども、歩行者の

空間としては、その部分も含めて東と西がつ

ながってくる形になります。ですので、今以

上に人の行き来ですとか、活動のつながりだ

とか、そういうものが生まれる空間に今後ま

た計画づくりをしていきたいと考えていま

す。 

 今申し上げたように、広場についてはそう

いった形で考えています。いずれにしても長

期にわたる計画づくり、整備になってきます。

その中では時代の変化に伴って、今計画を立
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てたものが、また新たに変えていかないとい

けないというところが出てくるかと思いま

すけれども、そういったところも含めて検討

を進めていくということ、顔づくりを進めて

いくということが必要になってくるかなと

考えています。 

○横村委員 よろしいですか。 

○廣兼会長 どうぞ。 

○横村委員 今、中村様にご回答いただいて、

今回の報告の趣旨がよく分かりました。実は

書類を頂いた時点ではフォーカスが私の中

でうまく合っていなかったのですが、よく分

かりました。 

 その中で、まちの顔づくりは大事だと思い

ます。こういう計画をしていく上で、将来の

いろいろな技術革新などによって変わるこ

とはたくさんあると思うのですけれども、今、

中村様がお話しされたように「降りてみたく

なる駅」、これは結構キーワードではないか

なと思って伺っていました。どうしても足立

区というと千住が、そういう意味でにぎわい

のある、歴史のある街ですが、竹の塚はむし

ろ、日本の高度成長期の団地がいっぱい来た

地域であり、足立区としては資産がたくさん

あると思います。 

 例えば、生物園もありますし、イルミネー

ションの道づくりもやっておりますし、また

白旗塚というような、弥生時代ですか、そう

いう時代から人が住んでいたもの、わらぶき

の遺跡とか残っております。それから歩きよ

うによってはウォーカブルというのも一つ

のキーワードでしょうから、舎人公園、赤山

街道とか、あの辺りも寺町とか非常に観光化

できると思います。足立の弥生時代のことを

知りたいとか、そういう仕掛けをできるよう

な資産が足立区としてこの北西地区にまだ

たくさん―桜の木もそうですけれども

―あるように思われます。やはり何か一つ、

「降りたくなる駅」でも結構なのですけれど

も、テーマをつくった中で、それが時代の変

化によって部分的にどんどん修正していく

のはやぶさかでないと思いますけれども、や

はり次回の審議ぐらいまでに、そのテーマ性

と８１回の今この画面に出ているようなも

のはそのまま残っているでしょうから、この

変更後の６図のような緑地帯がこの辺に計

画しているとか、そういうものは見える化し

て、「ああ、この辺が散歩道になりやすいん

だな」というようなものを総合的なものとし

て次回ご提示いただけるとよろしいかと思

いました。 

 以上です。 

○中村まちづくり課長 ありがとうござい

ます。まさにおっしゃるとおりだと思います。

本日お示しさせていただいている資料は、な

かなか分かりづらいというのが現状なのだ

ろうと思います。 

 我々もＵＲさん、東武鉄道さんと今協議を

進めておりますけれども、まさに今おっしゃ

っていただいた、けやき大通り沿いの緑地の

広場、多目的広場は地区計画で位置づけてい

ますけれども、こうしたところの空間づくり

についても、単純にＵＲさんの敷地だけ、区

の歩道だけという形ではなくて、一体化させ

て、連携させて良い空間をつくっていきたい

ということも協議をしているところでござ

います。 

 そうしたところが、できるだけ皆様にお示

しできるように今後協議を進めさせていた

だきたい。先ほどのテーマ性というところに

つきましても、回遊性という面では、やはり

目的地となるところが幾つかあるというこ

とは大切なことだと思いますので、その辺で

はテーマ性も含めて、新たに今ある資産プラ

スまた新しい目的地も含めて検討を進めて

いきたいということで考えています。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。お願いしま

す。 

○くぼた委員 くぼたでございます。 

 何点かお伺いしたいなと思います。令和６

年に高架化が全て完了して、この街から踏切

がなくなりました。その翌年に高架下に様々

な商店の施設が入り、またスーパーができた

りして本当ににぎわってきたなという実感

を地元としては思っております。 

 ここへ来て、いよいよ三者による市街地再

開発という形で踏み出していくんだろうな

という流れは、よく受け止めております。 

 その上で、今、横村さんからもお話ありま

したとおり、１号棟、２号棟までも含めた広

場、そして今お話があったとおり、スターバ

ックスとかが入っているところも最終的に

はなくなってくるとなれば、非常に広い広場、

空間ができてくるなと。当然、区の方針であ

るとか、ＵＲの方針であるとかというのは

重々分かるのですけれども、区民の皆さんに

「どういうまちづくりがいいですか」「広場



7 

 

はどういう広場を望みますか」、こういうよ

うなお声がけ、広い意味でのアンケートとい

うか区民の皆さんへの意見調査とか、その辺

のことはどういうふうに考えているのか１

点伺いたいと思います。 

○中村まちづくり課長 これから整備をし

ていく駅前交通広場になりますので、区民の

皆さん、使われる方のご意見は非常に大切だ

と考えております。 

 その中で、昨年、一昨年と、駅前でイメー

ジパースをお見せしながら区民の皆さん、通

られた方にもご説明、ご意見を頂いたりする

機会は設けさせていただいたところでござ

います。 

 また先日、駅前交通広場の交通規制や今考

えているものについての課題は説明会をさ

せていただいて、その後意見交換をさせてい

ただいたというところでございます。 

 また今後、２月頃という形で一応予定して

ございますけれども、時期や、意見聴取させ

ていただくやり方を含めて、また新たに意見

を頂いたりする機会を設けながら、駅前交通

広場の計画づくりに生かしていきたいと考

えているところでございます。 

○くぼた委員 ありがとうございます。 

 より広く、より多くの方々の意見をぜひ伺

っていただきたい。今までやってきたことも

私は重々分かっております。その上で、やは

りこれからが非常に大事かなと。今まではま

だまだパースもできていなかったし、イメー

ジもなかったのですけれども、こういったイ

メージ図がだんだん地元に下りてくると、

「どうなるの」という声がたくさん出てきま

すので、非常に関心がこれから高くなってく

るかなと思いますので、引き続き区民の皆様

の意見というものをどう吸い上げていくの

かというところを注力していただきたいと

いうのが１点。 

 もう一つは、１号棟、２号棟、３号棟はよ

く分かったのですけれども、この駅ビルも建

ててから何十年もたっていますし、今の形に

なってずっと残っております。この辺の考え

方、東武鉄道さんのことですから、最終的に

はやっていただけるのだと期待はしている

のですけれども、そろそろこの辺の情報を開

示してもよろしいのではないのかな。やはり

「駅ビルはどうなるんですか」ということを

よく聞かれるものですから、答えられる範囲

で結構ですけれども何かあれば。また今後は

どういう方向で一緒に歩んでいくのか、その

辺の区の考え方をお聞かせください。 

○中村まちづくり課長 まず東武さんの駅

ビルでございますけれども、街の中でヒアリ

ング、意見を聞かせていただく中で、「駅が

せっかく新しくなったのに」というようなご

意見を頂くところもありました。今、実際に

ＵＲさんもそうですし、東武さんともそうで

すけれども、本当にこの駅ビル、ＵＲさんの

団地をどうしていくのかというところにつ

いては、まさに検討を深めているというよう

な状況でございます。 

 駅前交通広場を新たに造るということと

併せてＵＲさんの団地、東武さんの今の駅ビ

ル、これも含めてまさに検討をしております。

この内容については、また具体的なところが

お示しできるように早くさせていただいて、

ご報告等もさせていただければと考えてい

るところでございます。 

〇長谷川委員 よろしいですか。 

○廣兼会長 お願いします。 

○長谷川委員 女性団体連合会の長谷川京

子と申します。 

 横村さんが先ほどお話しされていた前の

部分でのことから見させていただいて、今回

のところは先ほどのご説明で分かってきた

のですけれども、駅を降りて、駅前広場とい

った全体像、区民から見た顔というのは、西

友辺りからずっと赤山街道のところまでが

見える範囲というのが駅から見える顔じゃ

ないかなと思います。「今回はここの部分で

す。だけど、もっと大きくするとこうなりま

す」というような、もう少し大きなところの

部分もお示ししていただけたら区民のほう

は分かるのかなと思います。。 

○中村まちづくり課長 おっしゃるところ、

重々理解をしているところではございます。

もう少し大きな範囲で将来像がどうなるの

かというところは、我々も早く区民の皆様に

お示しをさせていただきたいと考えていま

すし、ＵＲ、東武鉄道とも協議を進めている

ところでございます。 

 ただ１つ、ＵＲさんの居住者様もいらっし

ゃいます。事業者様もいらっしゃいます。そ

ういったところもございますので、少しその

辺は慎重になりながら、できるだけ早く、そ

れも具体的なイメージをお示しすることが

大切だと思いますので、鋭意その辺は努力さ

せていただいて、次回以降にまたそういった
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ものが少しでもお示しできるように協議を

進めているところでございます。 

○長谷川委員 ありがとうございました。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。お願いしま

す。 

○横村委員 すみません。先ほど申し上げれ

ばよかったのですが、小さいことかもしれな

いですが、綾瀬では「ミントポ」というので

しょうか、ちょっと名前を忘れてしまいまし

たけれども、住民参加の場所を区のほうであ

る程度場をつくっていただけたらと思いま

すので、その辺も盛り込んでいただけるとよ

ろしいかと思います。 

○真鍋都市建設部長 今、横村委員からのご

質問でございますが、綾瀬は「ぐるぐる」と

いいまして、高架下にございます。 

○横村委員 「ぐるぐる」でしたね。すみま

せん。 

○真鍋都市建設部長 竹の塚は「ミントポ」

でして、もともとはそこがコミュニティとい

いますか、意見集約する場所ということで位

置づけております。 

 ただ、なかなか皆さんに認知されていない

ところもありますし、これは前に言ったかも

しれませんが、今までのまちづくりはどちら

かというと行政主体で、言い方は非常によく

ないかもしれないですが、ある程度計画をつ

くって、それを皆さんに認めていただくとい

うことなのですが、これからのまちづくりは、

やはりボトムアップ型で進めていくべきだ

と思いますので、先ほどくぼた委員からもお

話ありましたとおり、地域の方の意見を聞き

ながら、よりよいまちづくりを進めたいと思

います。 

○廣兼会長 よろしいですか。 

 ほかにございますでしょうか。―よろし

いですか。 

 なければ、これにて本日の議案審議及び報

告事項は終了といたします。 

 これより会の進行は事務局にお願いいた

します。 

○小林都市建設課長 事務局です。 

 廣兼会長、議事進行ありがとうございまし

た。 

 事務連絡が２点ございます。 

 １点目に次回の足立区都市計画審議会で

ございますが、令和８年３月２５日を予定し

てございます。日程が決まり次第、改めてご

通知申し上げますので、よろしくお願いいた

します。 

 ２点目。本日、当審議会にお車にてご来場

いただいた委員の皆様につきましては駐車

券をご用意しております。ご入り用の方は事

務局にお申しつけください。 

 事務連絡は以上でございますが、委員の皆

様から何かございますでしょうか。―よろ

しいでしょうか。 

 ないようでしたら、これにて第８５回足立

区都市計画審議会を閉会とさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 


